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【
論
文
要
旨
】

従
来
の
研
究
で
は
、
摂
関
期
に
お
け
る
左
右
近
衛
府
の
働
き
に
つ
い
て
元
来
の
治

安
維
持
機
能
を
喪
失
し
、
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
『
小
右
記
』
に
見
ら
れ
る
藤
原
実
資
の
活
動
か
ら
は
、
当
該
期
の
近
衛
府
が
様

々
な
場
面
で
働
い
て
お
り
、
そ
の
都
度
多
く
の
下
級
官
人
が
立
ち
働
い
て
い
る
姿
が

見
て
取
れ
る
。
本
稿
で
は
彼
ら
に
つ
い
て
、
当
該
期
の
古
記
録
か
ら
個
人
レ
ベ
ル
で

の
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
は
多
様
な
氏
族
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お

り
、
大
き
く
は
文
官
的
・
武
官
的
な
も
の
に
二
分
さ
れ
る
働
き
の
い
ず
れ
か
を
担
っ

て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
の
働
き
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
昇
任
を
重
ね

て
い
っ
た
と
見
ら
れ
、
未
だ
少
数
の
氏
族
に
優
位
性
が
偏
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い

状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
後
に
各
氏
族
間
の
勢
力
に
大
き
な
差
異
を

生
む
こ
と
と
な
る
、
専
業
化
へ
の
兆
候
も
示
さ
れ
は
じ
め
て
お
り
、
当
該
期
の
下
級

官
人
た
ち
の
全
体
的
な
様
相
と
し
て
は
、
前
代
的
な
も
の
と
後
代
的
な
も
の
が
併
存

す
る
、
過
渡
期
的
な
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

摂
関
期
・
左
右
近
衛
府
・
下
級
官
職
・
氏
族
・
武
芸

は
じ
め
に

古
代
に
お
け
る
官
司
制
度
は
、
令
制
以
前
よ
り
漸
次
整
備
が
進
め
ら
れ
、
大
宝
元

年
（
七
〇
一
）
の
大
宝
律
令
の
施
行
に
よ
り
、
律
令
的
な
官
司
機
構
が
整
備
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
に
施
行
さ
れ
た
養
老
律
令
に
よ
り
一
部
が
改

め
ら
れ
て
以
降
は
、
新
た
な
令
は
定
め
ら
れ
ず
、
必
要
に
応
じ
て
格
に
よ
る
改
変
を

加
え
ら
れ
な
が
ら
、
時
代
に
合
わ
せ
た
形
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
流
れ
は
、
天
皇
お
よ
び
内
裏
を
守
衛
す
る
衛
府
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。
令
制
以
前
よ
り
警
護
を
務
め
る
役
割
の
者
達
は
存
在
し
て
い
た
が
、
大
宝
令

制
に
よ
り
、
衛
門
府
・
左
右
衛
士
府
・
左
右
兵
衛
府
か
ら
な
る
五
衛
府
制
度
が
確
立

す
る
。
そ
の
後
の
養
老
令
に
お
い
て
も
こ
の
体
制
は
基
本
的
に
維
持
さ
れ
た
が
、
一

方
で
奈
良
朝
に
お
け
る
政
情
不
安
か
ら
は
、
天
皇
個
人
を
守
衛
す
る
役
割
を
よ
り
強

く
打
ち
出
し
た
授
刀
舎
人
が
登
場
し
、
更
に
こ
こ
か
ら
発
展
し
た
中
衛
府
や
授
刀
衛
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（
後
に
近
衛
府
）
な
ど
が
相
次
い
で
新
設
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
よ
り
一
時
は
八
つ
の

衛
府
が
併
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
平
安
時
代
に
入
る
と
、
大
同
年
間
の

官
司
の
統
廃
合
に
伴
い
衛
府
官
司
も
整
理
さ
れ
、
左
右
近
衛
府
・
左
右
衛
門
府
・
左

右
兵
衛
府
に
よ
る
六
衛
府
体
制
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
れ
ら
六
衛
府
の
働
き
を
巡
っ
て
は
様
々
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
本

稿
で
扱
う
左
右
近
衛
府
に
つ
い
て
は
、
笹
山
晴
生
氏
の
研
究
に
よ
る
成
果
が
大
き

い
。
同
氏
は
摂
関
期
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
、
近
衛
府
の
上
級
官
職
が
貴
族
が
公

卿
へ
出
世
す
る
た
め
の

短
コ
ー
ス
に
含
ま
れ
た
こ
と
で
、
働
き
に
実
質
を
伴
わ
な

く
な
っ
て
い
き
、
ま
た
下
級
官
人
の
側
で
も
特
定
の
公
卿
へ
の
接
近
を
強
め
る
と
と

も
に
、
儀
式
内
で
の
芸
能
を
主
と
し
て
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
て
お
り
、
本
来
期

待
さ
れ
て
い
た
警
察
機
能
が
「
形
骸
化
・
末
梢
化
」
し
、
官
司
と
し
て
の
統
一
的
機

能
を
失
っ
た
も
の
と
み
な
し
た

(

)

。

し
か
し
な
が
ら
現
在
で
は
こ
の
見
解
に
つ
い
て
、
大
き
く
二
つ
の
面
か
ら
見
直
し

が
図
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
宮
中
で
行
わ
れ
る
数
多
く
の
年
中
行
事
に
お
い
て
運

営
・
演
出
の
面
で
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
、
「
儀
礼
演
出
機
関
」
と
し
て
の
働
き
を

重
視
す
る
見
方
で
あ
る
。
府
務
運
営
の
在
り
方
へ
の
理
解
の
深
化
か
ら
は
、
近
衛
大

将
の
も
と
、
府
を
挙
げ
て
運
営
に
携
わ
っ
て
い
る
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

(

)
。

も
う
一
つ
は
、
検
非
違
使
や
滝
口
な
ど
が
相
次
い
で
成
立
し
た
の
ち
も
、
近
衛
府

の
治
安
維
持
機
能
は
完
全
に
は
失
わ
れ
て
お
ら
ず
、
下
級
官
人
を
中
心
に
警
衛
が
行

わ
れ
た
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
特
に
摂
関
期
に
お
い
て
は
、
「
夜
行
」
の
実
態
解
明

な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る

(

)

。

こ
の
よ
う
に
様
々
な
検
討
の
存
在
す
る
衛
府
研
究
で
あ
る
が
、
一
方
で
従
来
あ
ま

り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
視
点
と
し
て
、
下
級
官
人
の
動
向
に
注
目
す
る
も

の
が
あ
る
。
近
衛
府
下
級
官
人
に
つ
い
て
の
研
究
は
先
行
す
る
も
の
は
あ
る
も
の
の

(

)

数
が
少
な
く
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
特
に
際
立
っ
た
働
き
を
取
り
扱
っ
た
も
の
が
多

い
と
見
ら
れ
、
全
容
の
解
明
に
向
け
て
は
い
ま
だ
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。そ

こ
で
本
稿
で
は
、
摂
関
期
の
左
右
近
衛
府
に
つ
い
て
視
点
を
下
級
官
人
に
向
け

て
検
討
を
行
っ
て
い
く
。
史
料
的
制
約
の
大
き
い
検
討
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も

特
に
多
く
の
記
載
が
残
る
藤
原
実
資
の
『
小
右
記
』
を
中
心
と
し
た
古
記
録
を
取
り

上
げ
、
そ
こ
に
見
え
る
実
態
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
具
体
的
に
は

下
級
官
人
層
に
つ
い
て
、
構
成
す
る
氏
族
と
彼
ら
に
求
め
ら
れ
た
資
質
と
い
う
面
か

ら
迫
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
所
属
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
み

て
い
く
。

近
衛
府
が
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
様
々
な
働
き
に
お
い
て
、
指
示
を
出
す
の
は
上

級
官
人
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
現
場
で
動
く
の
は
下
級
官
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
様

相
を
把
握
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
近
衛
府
全
体
の
働
き
を
考
え
る
こ
と
は
、
一
方
向
的

な
検
討
に
終
わ
り
十
分
な
検
討
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
こ
れ
ま
で

の
衛
府
研
究
で
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
下
級
官
人
の
動
向
を
詳
細
に
扱
う

こ
と
で
、
摂
関
期
の
近
衛
府
に
つ
い
て
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お

り
、
衛
府
制
度
全
体
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
と
い
う
点
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

一
、
衛
府
の
下
級
官
職
に
つ
い
て

本
稿
で
扱
う
「
下
級
官
人
」
と
は
、
各
衛
府
の
判
官
以
下
の
職
に
あ
る
者
の
こ
と

を
指
す
。
平
安
中
期
の
古
記
録
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
近
衛
府
に
お
け
る
名
称
と
し
て
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は
将
監
・
将
曹
・
府
生
・
番
長
・
案
主
・
府
掌
・
近
衛
（
舎
人
）
が
こ
れ
に
該
当
す

る
。
な
お
、
医
師
に
つ
い
て
は
今
回
の
検
討
か
ら
は
除
く
も
の
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
、
左
右
近
衛
府
そ
れ
ぞ
れ
の
前
身
官
司
で
あ
る
近

衛
府
・
中
衛
府
設
置
の
格
に
見
え
、
す
で
に
奈
良
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。

【
史
料
一
】
狩
野
文
庫
本
『
類
聚
三
代
格
』
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
七
月
廿
一
日
格

勅

中
衛
府

大
将
一
人
。〈
従
四
位
上
官
。
〉
中
将
一
人
。
〈
従
四
位
下
官
。
〉
少
将
二
人
。

〈
正
五
位
下
官
。
〉
将
監
四
人
〈
従
六
上
官
〉
将
曹
四
人
〈
従
七
位
下
官
。
〉

医
師
二
人
。
府
生
六
人
。
番
長
六
人
。
中
衛
四
百
人
。
使
部
卅
人
。
直
丁
二

人
。

右
、
官
員
令
外
特
置
。
常
在
二

大
内
一

、
以
備
二

周
衛
一

。
其
考
選
禄
料
善

等
、
一
准
二

兵
衛
府
一

。
其
府
生
者
、
帯
剣
上
下
、
補
曹
不
レ

定
。
准
二

文
官
史

生
一

与
レ

考
。
即
固
二

左
右
衛
門
府
主
師
一

給
レ

禄
、
如
レ

有
立
仗
者
、
執
レ

兵

立
レ

陣
。
余
五
衛
府
府
生
准
レ

此
、
宜
付
二

所
司
一

永
為
二

常
員
一

。

神
亀
五
年
七
月
廿
一
日

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
平
安
中
期
の
古
記
録
に
見
ら
れ
る
府
掌
や
案
主
と
い
っ
た

よ
う
な
職
は
こ
こ
で
は
見
ら
れ
な
い
。
将
官
の
官
位
の
変
化
や
設
置
の
有
無
に
つ
い

て
は
す
で
に
先
行
の
論
が
あ
る
が

(

)

、
下
級
官
職
の
変
遷
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
は
な

い
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
下
級
官
人
の
う
ち
府
生
以
下
に
つ
い
て
、
設
置
当
時
の
史
料
に

は
見
え
な
い
も
の
の
平
安
中
期
に
は
確
認
さ
れ
て
い
る
職
を
中
心
に
、
設
置
の
時
期

や
摂
関
期
時
点
で
の
働
き
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

な
お
、
将
監
・
将
曹
に
つ
い
て
は
ま
た
別
に
扱
う
べ
き
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
や
、
本
稿
で
扱
う
官
人
の
大
半
が
府
生
以
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
稿
を
改
め

て
考
察
を
行
い
た
い
。

ま
ず
近
衛
府
中
、

も
下
の
地
位
に
あ
た
る
の
は
近
衛
舎
人
ま
た
は
近
衛
と
呼
ば

れ
る
者
た
ち
で
あ
る
。
定
員
は
右
近
衛
府
の
前
身
で
あ
る
中
衛
府
設
置
時
は
、
四
百

人
で
あ
っ
た
。
大
同
三
年
（
八
〇
八
）
七
月
に
一
度
三
百
人
に
減
員
さ
れ
る
も
、
弘

仁
元
年
（
八
一
〇
）
に
四
百
名
に
復
帰
す
る
。
『
延
喜
式
』
段
階
に
お
い
て
は
、
左

右
各
六
〇
〇
名
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
任
用
規
定
に
つ
い
て
は
兵
部
省
式
に
規
定

さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
二
】
延
喜
兵
部
省
式

近
衛
兵
衛
条

凡
近
衛
、
兵
衛
者
、
本
府
簡
試
。
省
并
式
部
位
子
、
留
省
、
勲
位
等
便
レ

習
二

弓
馬
一

者
、
奏
聞
補
レ

之
。
若
蔭
子
孫
情
願
者
、
亦
准
レ

此
。
其
外
考
及
白
丁
異

能
者
、
京
職
諸
国
具
レ

状
申
―二

送
官
一

。
官
下
二

衛
府
一

試
之
、
竝
得
二

及
第
一

、

具
録
奏
聞
。
〈
若
自
進
者
亦
准
レ

此
。
〉
即
遣
二

勅
使
一

覆
試
。
及
第
同
署
更
奏
、

然
後
補
之
。
其
遭
レ

喪
解
任
、
服　

願
レ

仕
者
、
本
府
奏
聞
、
訖
副
二

奏
文
一

以

移
二

送
省
一

。

ま
た
、
近
衛
の
中
に
は
、
節
会
の
一
つ
で
あ
る
相
撲
節
会
に
お
い
て
、
相
撲
を
披

露
す
る
相
撲
人
や
、
楽
を
奏
す
る
楽
人
の
中
か
ら
も
補
さ
れ
る
者
が
い
た
こ
と
が
、

『
北
山
抄
』
内
の
「
大
将
儀
」
か
ら
知
ら
れ
る

(

)

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
に
つ
い
て

の
奏
文
は
相
撲
召
合
の
日
の
早
旦
に
修
さ
れ
、
次
将
に
よ
っ
て
奏
さ
れ
る
こ
と
に
な

闊
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っ
て
い
た
。
実
例
と
し
て
は
『
小
右
記
』
に
は
、
五
例
が
見
ら
れ
る

(

)

。
そ
の
う
ち
、

万
寿
四
年
（
一
〇
二
八
）
七
月
二
十
六
日
条
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
こ
の
日
は
三

人
に
つ
い
て
の
「
擬
近
奏
」
が
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、
実
資
は
「
朝
臣
」
の
署
を
加

え
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
日
は
相
撲
召
合
が
行
わ
れ
て
お
り
、
儀
式
書
の
記
載
通

り
、
当
日
の
朝
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
実
際
に
相
撲
人
で
近
衛
に

な
っ
た
人
物
と
し
て
県
高
平
・
越
智
富
永
ら
が
見
え
る
。

次
い
で
検
討
す
る
の
は
、
近
衛
の
一
つ
上
の
地
位
と
考
え
ら
れ
る
府
掌
・
案
主
に

つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
は
先
述
の
通
り
、
奈
良
時
代
の
史
料
に
は
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
名
称
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
府
掌
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
府
掌
」
の
語
に
関
し
て
は
、
六
国
史
中
で
は
三

件
の
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
年
（
八
四
三
）
九

月
甲
辰
条
、
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）
二
月
戊
申
条
に
つ
い
て

は
、
い
ず
れ
も
陸
奥
鎮
守
府
の
「
府
掌
」
に
つ
い
て
の
記
載
で
あ
る
。
『
続
日
本
後

紀
』
で
は
こ
の
時
陸
奥
鎮
守
府
に
初
め
て
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
、
『
日
本
三
代
実
録
』

か
ら
は
こ
の
時
点
か
ら
職
田
を
給
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
わ
か
る
。

な
お
、
後
者
に
関
し
て
は
同
様
の
内
容
の
格
が
『
類
聚
三
代
格
』
に
も
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
、
同
格
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
鎮
守
府
府
掌
の
役
割
は
、
諸
国
に
お
か
れ
た

国
掌
と
同
様
と
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
三
】『
類
聚
三
代
格
』
貞
観
十
一
年
二
月
廿
日
官
符

右
得
二

陸
奥
国
解
一　

、
鎮
守
府
牒　

、
検
二

案
内
一

、
依
二

太
政
官
承
和
十
年

九
月
十
九
日
符
一

、
准
レ

国
、
置
二

府
掌
二
員
一

。
夫
府
掌
之
職
府
国
惟
同
。
而

久
経
二

年
祀
一

未
レ

給
二

職
田
一

。
望
請
、
准
レ

国
被
レ

給
二

件
田
一

者
。
国
依
二

牒

状
一

。
謹
請
二

官
裁
一

者
。
中
納
言
兼
左
近
衛
大
将
従
三
位
行
陸
奥
出
羽
按
察
使

藤
原
朝
臣
基
経
宣
。
奉
レ

勅
。
依
レ

請
。

貞
観
十
一
年
二
月
廿
日

一
方
で
、
近
衛
府
官
人
と
し
て
の
府
掌
は
、
『
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）

正
月
是
月
条
の
記
事
が
初
見
と
な
る
。

【
史
料
四
】
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
正
月
是
月
条

正
月
丁
丑
。
（
中
略
）
是
月
。
諸
衛
陣
多
二

恠
異
一

。
右
近
衛
陣
、
大
将
以
下
将

曹
已
上
座
、
狐
頻
遺
レ

尿
。
府
掌
下
毛
野
安
世
宿
侍
陣
座
狐
搦
二

其
上
一

。
（
後

略
）

こ
れ
ら
に
類
似
の
職
と
し
て
は
、
令
制
で
は
太
政
官
と
八
省
に
設
け
ら
れ
て
い
た

左
右
官
掌
と
省
掌
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
職
掌
は
そ
れ
ぞ
れ
の
令
規
定
か
ら
広
く
雑
務

を
担
当
し
た
庶
務
係
と
見
ら
れ
る

(

)

。
ま
た
延
喜
式
制
で
は
、
式
部
省
式
に
台
掌
・
職

掌
・
坊
掌
・
寮
掌
・
使
掌
・
司
掌
の
存
在
が
見
え
て
い
る

(

)

。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

も

早
く
確
認
さ
れ
る
設
置
の
例
は
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）
設
置
の
弾
正
台
掌
で
、
ほ
ぼ

同
時
期
に
東
宮
坊
掌
・
左
右
京
職
掌
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る

(

)

。
ま
た
寮
掌
に
つ
い
て

は
承
和
二
年
（
八
三
五
）
の
木
工
寮
へ
の
設
置
が
初
見
と
な
り

(

)

、
十
世
紀
半
ば
に
至

る
ま
で
に
設
置
官
司
が
順
次
拡
大
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
役
割
に
つ
い

て
は
、
官
掌
・
省
掌
と
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
様
の
働
き
を
担
っ
て
い
た

と
見
ら
れ
る
。

ま
た
式
部
省
式
で
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
名
称
か
ら
は
国
掌
も
こ

佃

佃
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れ
ら
と
同
様
の
職
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
初
見
は
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
年

（
八
六
八
）
年
十
月
戊
子
条
に
「
（
志
摩
）
国
掌
秦
貞
雄
」
が
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

同
十
二
年
（
八
七
〇
）
中
に
の
べ
八
か
国
へ
の
設
置
が
見
え
、
元
慶
二
年
（
八
七
八
）

九
月
乙
巳
条
に
は
佐
渡
国
へ
の
設
置
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
の
貞
観
・
元
慶
期
は
国
掌
の
ほ
か
に
、
寮
掌
の
設
置
が
多
く
見
ら
れ
る
時
期
で

も
あ
り
、
掌
類
の
拡
充
が
集
中
的
に
図
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
衛
府
の

府
掌
が
元
慶
期
に
初
め
て
見
え
る
こ
と
か
ら
は
、
こ
の
拡
充
期
に
設
置
さ
れ
た
と
も

推
測
さ
れ
る
。

次
い
で
案
主
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
令
規
定
に
あ
る
職
で
は
な
い
が
、
早

く
奈
良
時
代
に
は
写
経
所
に
置
か
れ
て
お
り

(
)

、
ま
た
『
類
聚
符
宣
抄
』
延
暦
九
年

（
七
九
〇
）
内
侍
宣
で
は
、
少
納
言
に
対
し
て
「
進
奏
之
紙
」
に
は
「
精
好
」
な
も

の
を
用
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
当
番
案
主
」
が
心
が
け
る
こ

と
と
見
え
て
い
る
。
案
主
は
様
々
な
官
司
に
置
か
れ
、
書
類
の
取
り
扱
い
に
関
わ
る

職
で
あ
っ
た
。

【
史
料
五
】『
類
聚
符
宣
抄
』
第
六

少
納
言
職
掌
事

応
レ

勘
二

内
案
一

事

内
侍
宣
、
有　

レ

勅
。
進
奏
之
紙
、
臭
悪
者
多
。
自
今
以
後
、
簡
二

清
好
一

者
、

応
レ

充
二

奏
紙
一

。
若
不
二

改
正
一

、
執
奏
之
少
納
言
必
罪
レ

之
者
。
当
番
案
主
、

宜
二

知
レ

意
勘
一
レ

之
、
不
レ

可
二

遺
忘
一

。

延
暦
九
年
四
月
十
五
日

衛
府
に
所
属
す
る
も
の
の
事
例
と
し
て
は
、
延
喜
左
右
衛
門
府
式

左
京
非
違
条

に
見
ら
れ
る
、
検
非
違
使
の
中
の
案
主
が
あ
る
。
そ
の
職
掌
に
関
し
て
は
『
政
事
要

略
』
所
引
の
天
暦
六
年
（
九
五
二
）
十
一
月
二
十
八
日
の
検
非
違
使
別
当
宣
内
の

「
案
主
長
」
と
同
様
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
そ
の
職
掌
が
「
使
庁
文
」

を
掌
る
職
で
あ
り
、
こ
れ
に
就
く
者
が
い
な
い
た
め
に
「
文
書
紛
失
」
と
い
う
事
態

が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
、
衛
府
の
中
に
あ
っ
て
も
、

案
主
の
職
掌
は
他
の
官
司
と
同
じ
く
書
類
の
管
理
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

【
史
料
六
】
『
政
事
要
略
』
巻
六
十
一

糺
弾
雑
事

検
非
違
使
雑
事
上

被
二

別
当
宣
一

云
、
案
主
長
、
是
可
下

掌
二

使
庁
文
一

以
伝
上

者
也
。
非
レ

有
二

才

用
一

、
難
レ

可
二

勤
仕
一

。
如
レ

聞
者
、
依
レ

無
二

其
人
一

、
不
レ

置
二

件
職
一

、
文

書
紛
失
、
事
自
懈
緩
。
宜
乙

以
下

左
右
門
部
有
二

才
幹
一

者
一
人
上

、
為
二

件
公
文

之
預
一

、
令
甲
レ

得
二

勘
拠
之
便
一

者
。

天
暦
六
年
十
一
月
二
十
八
日

左
衛
門
少
志
笛
有
忠
〈
奉
〉

次
い
で
、
府
掌
と
案
主
の
立
場
の
関
係
性
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
そ
の
働
き
の
内

容
を
考
え
れ
ば
、
双
方
は
い
ず
れ
も
官
司
一
般
に
見
ら
れ
る
職
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

が
、
両
方
が
同
一
記
述
内
に
登
場
す
る
事
例
は
多
く
な
い
。
そ
の
中
で
も
『
小
右
記
』

長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
八
月
九
日
条
の
相
撲
節
の
還
饗
に
着
目
す
る
と
、
こ
こ
に

お
け
る
官
人
た
ち
へ
の
禄
の
う
ち
、
府
掌
・
案
主
が
共
に
布
「
三
段
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
見
え
る
。
こ
こ
か
ら
は
両
者
が
同
等
の
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
近
衛
舎
人
と
の
関
係
を
含
め
、
昇
進
の
過
程
に
つ
い
て
理
解
で
き
る
事
例

と
し
て
は
、
『
小
右
記
』
と
『
御
堂
関
白
記
』
の
両
方
に
記
載
の
あ
る
、
長
和
二
年
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（
一
〇
一
三
）
七
月
二
十
二
日
の
記
事
が
好
例
と
な
る
。
【
史
料
七
・
八
】

【
史
料
七
】『
小
右
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
七
月
二
十
二
日
条

二
十
二
日
、
壬
子
、（
中
略
）
中
将
雅
通
来
、（
中
略
）
伝
二

左
府
御
消
息
一

云
、

随
身
近
衛
下
毛
野
公
時
可
レ

補
二

物
節
一

。
為
二

召
仕
番
長
為
重
死
闕
替
一

者
、

予
問
云
、
番
長
歟
、
将
案
主
・
府
掌
間
如
何
。
云
、
不
レ

承
二

左
右
一

者
。
一
日

参
入
之
次
有
二

此
事
一

。
先
年
有
二

起
請
一

、
是
一
度
以
二

近
衛
一

不
レ

可
レ

補
二

番

長
一

事
也
。
以
二

此
旨
一

申
二

左
相
府
一

。
答
云
、
府
掌
有
二

何
事
一

者
。
抑
隨
又

又
命
下

可
二

仰
下
一

之
由
上

。
（
後
略
）

【
史
料
八
】『
御
堂
関
白
記
』
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
七
月
二
十
二
日
条

廿
二
日
、
壬
子
、
午
上
雨
下
甚
。
以
二

雅
通
一

、
遣
レ

消
二

息
右
大
将
許
一

。
物

節
随
身
為
重
可
二

替
仕
一

、
近
衛
公
時
被
レ

補
二

物
節
一

如
何
。
即
雅
通
還
来

云
、
大
将
申
、
先
日
承
レ

仰
、
早
可
レ

補
二

府
掌
一

者
。
（
後
略
）

双
方
の
記
述
内
容
は
記
主
の
立
場
の
違
い
に
よ
り
若
干
の
差
が
感
じ
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
道
長
は
当
初
自
身
の
随
身
で
あ
っ
た
下
毛
野
公
時
を
、
物
節
の
中

の
番
長
を
務
め
て
い
た
随
身
多
為
重
の
死
欠
の
替
わ
り
と
し
て
、
物
節
の
い
ず
れ
か

に
補
任
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
直
接
的
な
交
代
で
あ
れ
ば
公
時
は
番
長
と
な
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
実
資
は
「
先
年
」
の
起
請
に
よ
り
近
衛
か
ら
直
接
番
長

に
補
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
旨
を
伝
え
、
府
掌
・
案
主
の
い

ず
れ
か
に
補
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
道
長
は
公
時
を
府
掌
に
す

る
こ
と
を
求
め
実
資
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
解
決
し
て
い
る
。

本
条
か
ら
は
、

下
級
の
近
衛
か
ら
番
長
に
な
る
た
め
に
は
、
一
度
府
掌
か
案
主

を
経
験
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
こ
と
、
府
掌
・
案
主
が
近
衛
と
番
長
の
間
に
位

置
す
る
職
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
府
掌
・
案
主
が
並
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
双
方

が
同
等
の
地
位
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
近
衛
か
ら
府
掌
か
案
主
い
ず
れ
か
を

選
択
し
て
昇
任
す
る
と
い
う
事
例
は
、
他
に
も
紀
基
武
、
下
毛
野
公
安
の
場
合
に
も

見
ら
れ
、
両
名
と
も
府
掌
と
な
っ
て
い
る

(

)

。

前
述
の
よ
う
に
府
掌
・
案
主
は
同
等
の
地
位
と
考
え
ら
れ
る
が
、
案
主
の
立
場
と

し
て
登
場
す
る
者
は『
小
右
記
』
内
だ
け
を
見
て
も
府
掌
に
比
べ
、
非
常
に
少
な
い
。

こ
の
こ
と
は
儀
式
書
内
を
見
て
も
同
様
で
、
府
掌
の
動
き
を
示
す
記
述
は
あ
っ
て

も
、
案
主
の
動
き
を
示
す
も
の
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
書
類
管
理
が
主
な

仕
事
と
な
る
案
主
に
対
し
、
府
掌
は
庶
務
と
い
う
形
で
様
々
な
仕
事
に
従
事
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
、
両
者
の
性
格
の
違
い
に
起
因
す
る
と
見
ら
れ
る
。
儀
式
等
に

参
加
す
れ
ば
賜
禄
に
預
か
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
の
で
、
府
掌
の
方
が
よ
り

補
任
を
求
め
ら
れ
た
地
位
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
に
府
掌
・
案
主
の
府
内
で
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

延
喜
左
右
近
衛
府
式
に
お
い
て
は
、
番
長
や
近
衛
の
人
数
や
与
え
ら
れ
る
料
を
示

す
記
載
は
あ
る
が

(

)

、
府
掌
や
案
主
に
関
す
る
規
定
は
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
は
『
延
喜

式
』
編
纂
段
階
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
た
め
、
府
掌
・
案
主
の
待

遇
な
ど
が
番
長
か
近
衛
の
い
ず
れ
か
と
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
規
定
が
適

用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
近
衛
府
下
級
官

人
の
働
き
の
一
つ
で
あ
り
、
公
卿
の
護
衛
を
行
っ
た
随
身
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。

『
小
右
記
』
内
に
は
「
随
身
府
掌
」
と
い
っ
た
言
葉
が
散
見
さ
れ
、
こ
れ
は
文
字

通
り
、
府
掌
の
立
場
で
随
身
を
務
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
北
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山
抄
』
内
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
随
身
を
務
め
る
者
は
下
級
官
人
中
、
府
生
・
番
長
・

近
衛
の
立
場
に
あ
る
者
で
、
府
掌
は
含
ま
れ
て
い
な
い

(

)

。
『
小
右
記
』
と
『
北
山
抄
』

は
同
時
代
の
史
料
で
あ
る
た
め
、
両
者
の
食
い
違
い
は
同
時
に
理
解
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
前
掲
の
【
史
料
七
・
八
】
か
ら
府
掌
が
番
長
よ
り
下
位
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
た
め
、
近
衛
の
中
に
府
掌
が
含
ま
れ
る
も
の
と
見
る
べ
き
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
衛
府
の
府
掌
と
は
近
衛
舎
人
の
中
に
お
い
て
、
数
名
の
限
ら

れ
た
者
に
与
え
ら
れ
た
地
位
で
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
優
位
性
を
も
っ
て
い
た
存
在
で

あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
先
年
」
の
起
請
以
降
は
、
番
長
候
補
者
と
も
い
う

べ
き
性
格
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
お
案
主
に
関
し
て
も
府

掌
と
同
等
の
立
場
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
も
近
衛
舎
人
の
内
の

数
名
か
ら
任
じ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
次
に
、
先
掲
の
史
料
中
に
登
場
す
る
「
物
節
」
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
物
節

は
多
く
の
場
合
、
「
近
衛
舎
人
の
中
で
東
遊
に
長
じ
た
者
」
と
説
明
さ
れ
る
が

(

)

、
す

で
に
佐
々
木
恵
介
氏
の
論
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

(

)

、
こ
れ
は
一
条
兼
良
の

『
花
鳥
余
情
』
の
中
に
登
場
す
る
記
述
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り

(

)

、
実
際
は
番
長
・
府

掌
・
案
主
の
総
称
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
は
、
『
小
右

記
』
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
十
二
月
二
日
条
が
挙
げ
ら
れ
る
。

【
史
料
九
】『
小
右
記
』
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
十
二
月
二
日
条

二
日
、
庚
寅
、
（
前
略
）
又
遣
二

物
節
不
仕
勘
文
并
見
任
者
年
労
上
日
粮
使
等

勘
文
一

、
但
不
レ

仕
者
中
、
番
長
日
下
部
有
延
・
六
人
部
吉
通
・
案
主
多
為

孝
・
府
掌
六
人
部
信
通
数
年
不
レ

仕
、
仍
可
レ

補
二

其
替
一

。
（
後
略
）

こ
こ
で
は
「
物
節
」
と
い
う
表
現
の
中
で
、
実
際
に
こ
の
三
者
が
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
、
近
衛
舎
人
に
限
ら
ず
、
他
の
衛
府
に
も
同
様
の
形
態
で
存

在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、『
本
朝
世
紀
』
内
の
記
述
に
「
諸
衛
物
節
」
と
あ
り
、

こ
れ
ら
が
衛
門
府
番
長
・
兵
衛
府
番
長
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る

(

)

。

次
い
で
、
番
長
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
先
述
の
よ
う
に
「
先
年
」
の
起
請
以

降
は
近
衛
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
府
掌
・
案
主
か
ら
昇
任
す
る
こ
と
が

一
般
的
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
案
主
に
つ
い
て
は
府
掌
に
比
べ
実
例
が
乏
し
く
明

確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
同
時
期
の
兵
衛
府
に
案
主
代
か
ら
番
長
に
昇
任
さ
れ
る
こ

と
を
求
め
、
か
つ
案
主
代
と
番
長
の
兼
任
を
申
し
出
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
た
め

(

)

、

近
衛
府
に
あ
っ
て
も
、
昇
任
や
兼
任
を
し
て
い
た
者
が
い
た
可
能
性
は
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

延
喜
左
右
近
衛
式

大
衣
条
に
よ
れ
ば
、
番
長
は
八
名
と
な
っ
て
お
り
、
奈
良
時

代
と
比
較
し
十
世
紀
段
階
で
の
定
員
増
加
が
見
ら
れ
る
。
同
条
か
ら
笹
山
氏
は
近
衛

六
〇
〇
名
の
内
、
二
〇
〇
名
が
長
上
で
四
〇
〇
名
が
番
上
で
あ
る
と
述
べ
た

(

)

。
こ
れ

に
従
え
ば
、
番
長
も
番
上
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
同

式

長
上
番
長
条
に
よ
れ
ば
、
番
長
は
長
上
と
共
に
本
来
の
内
裏
警
衛
以
外
に
遣
わ

さ
れ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
同
じ
番
上
官
で
あ
っ
て
も
近
衛
舎
人
と
間
に
扱

い
の
差
が
存
在
す
る
こ
と
が
見
え
る
。

摂
関
期
に
お
い
て
、
番
上
で
あ
る
か
ど
う
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
近

衛
（
府
掌
・
案
主
）
に
比
べ
、
一
段
上
の
地
位
で
あ
る
番
長
へ
の
就
任
が
強
く
求
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
下
毛
野
公
時
に
対
し
て
の
迅
速
な
展
開
の
事
例
な

ど
か
ら
う
か
が
え
る

(

)

。

後
に
府
生
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
そ
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
神
亀
元
年
（
七
二
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四
）
の
中
衛
府
設
置
の
際
の
勅
【
前
掲
史
料
一
】
に
詳
し
い
。
府
生
は
考
を
文
官
に

お
け
る
史
生
に
、
禄
を
左
右
衛
門
府
に
お
け
る
主
帥
に
そ
れ
ぞ
れ
准
じ
て
行
な
う
こ

と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
他
の
衛
府
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
同
様
に
行
う
こ
と
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。
役
割
と
し
て
は
文
官
の
史
生
が
「
公
文
を
繕
写
し
、
文
案
に
行
署
せ

む

(

)

」
と
あ
る
こ
と
に
対
し
、
陣
を
引
く
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

摂
関
期
段
階
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
儀
式
書
の
記
述
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
「
引

陣
」
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
他
、
古
記
録
か
ら
は
儀
礼
公
演
準
備
等

の
府
務
を
担
い
、
大
将
と
次
将
の
間
の
定
文
等
の
や
り
取
り
の
取
り
次
ぎ
を
行
っ
て

い
る
姿
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
。

以
上
、
相
当
位
階
を
持
た
な
い
職
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
い
ず
れ
の

職
に
つ
い
て
も
摂
関
期
段
階
ま
で
に
規
模
の
拡
大
が
見
ら
れ
、
近
衛
府
が
関
与
す
る

領
域
が
拡
大
し
て
い
く
過
程
が
理
解
さ
れ
る
。
正
確
な
時
期
こ
そ
不
明
で
あ
る
が
、

府
掌
・
案
主
の
設
置
は
こ
う
し
た
様
相
を
背
景
に
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
い
で
、
こ
れ
ら
の
下
級
官
職
に
任
じ
ら
れ
た
人
々
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

二
、
下
級
官
人
層
を
構
成
す
る
氏
族

摂
関
期
の
下
級
官
人
の
中
で
も
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
も
の
と
し
て
下
毛
野

氏
の
存
在
が
あ
る
。
彼
ら
は
そ
の
多
く
が
競
馬
や
舞
楽
に
長
じ
、
道
長
に
「
左
右
近

衛
府
の
中
で
第
一
の
者
で
あ
る
」
と
評
さ
れ
た

(

)

下
毛
野
公
時
な
ど
、
著
名
な
者
を
輩

出
し
た
一
族
で
あ
る
。
加
え
て
、
彼
ら
の
内
の
多
く
は
公
時
と
同
じ
く
藤
原
道
長
・

頼
通
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
競
馬
の
技
術
に
秀
で
た
も
の

と
し
て
播
磨
氏
が
お
り
、
他
に
も
秦
氏
・
中
臣
氏
な
ど
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
く
あ
る
。
舞
楽
の
分
野
で
は
、
後
に
楽
家
と
し
て
の
立
場
を
確
立

さ
せ
て
い
く
多
氏
・
狛
氏
が
こ
の
こ
ろ
か
ら
お
り
、
彼
ら
の
よ
う
な
後
の
時
代
に
お

い
て
も
活
躍
が
顕
著
で
あ
っ
た
少
数
の
氏
族
に
よ
っ
て
、
当
該
期
の
下
級
官
人
の
活

躍
の
大
半
が
占
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、

『
小
右
記
』
を
始
め
と
す
る
同
時
代
の
古
記
録
を
見
る
と
、
必
ず
し
も
彼
ら
だ
け
が

立
ち
働
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
見
え
て
く
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
は
下
級
官
人
の
様
相
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う
な

人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
可
能
限
り
正
確
に
、
個
々
人
の
レ

ベ
ル
で
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
で
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
笹
山
氏
の
調
査
が
あ
る
が

(

)

、
同
氏
の
検
討
は
、
左

右
近
衛
府
制
が
成
立
し
た
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
か
ら
、
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）

ま
で
を
対
象
と
し
て
お
り
、
本
稿
が
扱
う
摂
関
期
に
つ
い
て
は
、
長
保
三
年
（
一
〇

〇
一
）
以
降
が
未
検
討
と
な
っ
て
い
る

そ
こ
で
本
章
で
は
、
『
小
右
記
』
に
み
ら
れ
る
下
級
官
人
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
任
じ

ら
れ
て
い
た
職
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
【
表
◯
】
。
対
象
と
な
る
期
間
は
、
一
部

笹
山
氏
の
検
討
と
重
な
る
が
、
現
在
『
小
右
記
』
が
残
る
天
元
五
年
（
九
八
二
）
か

ら
長
元
五
年
（
一
〇
三
二
）
ま
で
と
し
た
。
日
記
と
い
う
形
態
上
記
主
の
興
味
関
心

に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
制
約
を
も
ち
、
必
ず
し
も
当
該
期
の
す
べ
て
官
人
の
様
子
を

伝
え
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
考

え
る
。

こ
の
結
果
、
当
時
活
動
し
て
い
た
者
た
ち
と
し
て
、
左
近
衛
府
か
ら
は
四
十
八
名

が
、
右
近
衛
府
か
ら
は
一
四
六
名
が
検
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
中
か
ら
氏
族

名
が
判
明
す
る
者
を
見
て
い
く
と
、
右
近
衛
府
で
は
一
一
九
名
で
五
十
一
の
氏
族

が
、
左
近
衛
府
で
は
三
十
三
名
で
二
十
三
の
氏
族
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
右



――

【表◯―】『小右記』に見える左近衛府下級官人

No. 氏 名 氏 族 記録上見える職 備 考

 榎本季理 榎本 府生/将曹

 大石久遠 大石 府生/将曹

 岡田信遠 岡田 番長

 尾張兼時
尾張

将曹

 尾張時頼 番長/府生

 上道佐命 上道 将監

 軽部公友 軽部 将監

 日下部清武 日下部 番長/府生

 狛 光高 狛 将曹/将監

 下毛野光成 下毛野 近衛

 菅原忠時 菅原 将監

 雀部是国(惟国) 雀部 府生

 長 致忠 長 近衛/番長

 間人惟武 間人 将曹

 御春清助 御春 将曹

 秦 氏則

秦

番長/府生

 秦 延命 府生/将曹

 秦 親年 番長 右近衛府 No.「近年」と同一ヵ

 秦 為国 府生/将曹

 秦 武重 番長/府生

 藤原親国
藤原

将監

 藤原頼□ 将監

 古部是総 古部 近衛/府掌

 茨田弘近

茨田

番長/府生 重方子

 茨田重方 将監

 茨田為弘 府生/将曹

 源 重季
源

将監

 源 為規 将監

 三宅滋明 三宅 将曹

 宗岡高兼 宗岡 将曹

 物部武吉
物部

番長ヵ/将監

 物部武仁 府生

 八俣部重種 八俣部 将曹

 (不詳)一成 (不詳) 近衛

 (不詳)吉真 (不詳) 将監

 (不詳)近則 (不詳) 番長

 (不詳)兼光 (不詳) 番長/府生

 (不詳)助通 (不詳) 将監

 (不詳)時国 (不詳) 将曹

 (不詳)豊貞 (不詳) 近衛

 (不詳)久明 (不詳) 府生

 (不詳)久友 (不詳) 府生/将曹

 (不詳)百行 (不詳) 番長

 (不詳)武数 (不詳) 将曹

 (不詳)武則 (不詳) 府生

 (不詳)武友 (不詳) 番長

 (不詳)茂助 (不詳) 将曹

 (不詳)良信 (不詳) 将監

『小右記』以前の時期の活動が見えている者

 尾張安居
尾張

将監 応和三年時

 尾張遠望 将監 延喜六年時

 佐伯真茂 佐伯 府生 応和四年時

 小子利実 小子 将監 延長四年時

 播磨当樹 播磨 将監 天慶八年時

 茨田相平 茨田 府生 応和三年時/重方父

――
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【表◯－】『小右記』に見える右近衛府下級官人

No. 氏 名 氏 族 記録上見える職 備 考

 県 高平 県 近衛

 安倍守親(守近)
安倍

近衛

 安倍守助 番長

 荒木武晴 荒木 近衛/府掌/番長/府生

 粟〔粟田ヵ〕秀蔭 粟〔粟田ヵ〕 将監

 石作忠節 石作 将監

 上道吉方 上道 近衛

 宇治可吉忠 宇治可 府生

 多 重隆(重孝)

多

番長/府生

 多 公重 近衛

 多 好茂 将曹

 多 為重 番長

 多 為孝 案主

 多 武文 将曹

 多 武吉 将曹

 多 政方(正方) 将曹 政資父

 多 政資 近衛/番長/府生

 大石奉吉 大石 将曹

 大原吉忠 大原 番長

 岡田藤延
岡田

案主 延友父

 岡田延友 近衛ヵ

 越智富永 越智 近衛

 小野為信
小野

将監

 小野奉政 将曹

 上毛野重基
上毛野

近衛/案主

 上毛野利忠 番長

 紀 惟光

紀

府生

 紀 正方(政方) 府生/将曹

 紀 基武 近衛/府掌/番長/府生

 紀 保方 府生 基武父

 清井正武 清井 府生

 清原助親 清原 案主

 日下部有延
日下部

番長

 日下部為行 番長/府生

 高 扶宣

高

府生/将監 扶武・扶任父

 高 扶常 府掌/番長

 高 扶武 近衛/府掌

 高 扶任 近衛/「物節」

 高 扶明 近衛

 惟宗為武 惟宗 近衛/府掌/番長

 佐伯光頼 佐伯 府生/将監

 酒井正武 酒井 近衛

 下毛野安行

下毛野

近衛

 下毛野公安 近衛/府掌

 下毛野公永 近衛

 下毛野公時 近衛/府掌/番長

 (下毛野ヵ)公助 府生/将曹/将監 公奉兄

 下毛野公忠 府生

 下毛野公長 近衛

 下毛野公武 近衛/府掌/府生

 下毛野公奉 府生

 下毛野公頼 番長/府生 公利父

 下毛野公利(公年) 近衛

 下毛野光重 近衛

 下毛野光武 近衛/府掌/番長/府生 左近衛舎人ヵ

 (下毛野ヵ)助宣 将曹

 下毛野文義 番長

――



――

No. 氏 名 氏 族 記録上見える職 備 考

 菅原義資
菅原

将監

 菅原輔時 将監

 勝 良真 勝 番長/府生/将曹

 平 恒頼

平

将監

 平 朝親 将監

 平 到道 将監

 高志遠里 高志 近衛

 高階為時
高階

将監

 高階為善 将監

 高向公方 高向 番長/(府生)

 玉手信頼 玉手 案主代/番長/府生

 民 利延 民 番長

 常澄兼清 常澄 案主

 伴 弘兼
伴

番長

 伴 守武 近衛

 内蔵千武 内蔵 番長

 中臣嘉数
中臣

府生/将曹

 中臣嘉武 将監

 錦 正吉 錦 近衛

 長谷部兼行 長谷部 番長/府生

 秦 氏方

秦

番長

 秦 吉正 近衛

 秦 興蔚 将曹/将監

 秦 近年(親利) 近衛 左近衛府 No.「親年」と同一ヵ

 秦 正親 府生/将曹

 秦 武方 番長

 播磨貞安(貞保)

播磨

近衛/府掌/番長

 播磨為雅 番長/府生

 播磨為利 府掌/番長

 播磨貞理 将監

 播磨保信 府生/将監

 藤井秋堪
藤井

近衛

 藤井尚貞 府掌/番長/府生

 葛井重頼 葛井 近衛

 藤原親業

藤原

将監

 藤原国永 将監

 藤原兼任 将監

 藤原為資 将監

 藤原昌時 将監

 藤原元頼 将監

 藤原頼行 将監

 藤原良任 将監

 文 是安 文 近衛/府掌

 源 惟頼

源

将監

 源 経成 将監

 源 遠里 将監

 源 能信 将監

 三善興光 三善 将監

 六人部吉通

六人部(身人部)

番長

 六人部信武 近衛

 六人部信通 府掌

 六人部仲重 将曹/将監 保重・保武父

 六人部保春 将曹/将監

 六人部保重 番長/府生

 六人部保武 近衛/案主/番長/府生

 六人部保友 番長

――



――

No. 氏 名 氏 族 記録上見える職 備 考

 宗丘高兼 宗丘 将監

 物部武能
物部

番長/府生

 物部宗時 府掌/番長

 令 吉明 令 番長

 若倭部亮範 若倭部 番長/府生/将曹

 和気仲遠 和気 府生

 (不詳)有宗

(不詳)

将監

 (不詳)到輔 将監

 (不詳)延行 将監

 (不詳)延頼 府生

 (不詳)重高 府生

 (不詳)季高 近衛

 (不詳)吉貞 府生

 (不詳)清親 将監

 (不詳)公方 将曹

 (不詳)公高 府生/将曹

 (不詳)公明 府生

 (不詳)惟慶 将監

 (不詳)国行 将監

 (不詳)貞任 将監

 (不詳)資経 将監

 (不詳)信親 府生

 (不詳)直真 府生

 (不詳)仲述 府生

 (不詳)光氏 府生

 (不詳)博通 将監

 (不詳)奉良 府生

 (不詳)保堪 府生

 (不詳)守富 番長

 (不詳)安信 府掌

 (不詳)安春 府生/将曹 六人部「保春」ヵ

 (不詳)和信 番長

 (不詳)和忠 番長

『小右記』以前の時期に活動していた者

 宇治可 手 宇治可 府生 天暦年時

 播磨公仲 播磨 将監 天暦年時

――



――

【表◯】 治安年（年）時官人構成の想定復元

（『小右記」参照)

将監

高 扶宣

将曹

紀 正方

秦 正親

若倭部亮範

府生

宇治可吉忠 長谷部兼行

下毛野公忠 播磨為雅

勝 良真 (和気仲遠)

番長

荒木武晴 播磨貞保(安)

日下部為行 六人部保重

高 扶武 民 利延 下毛野光武

案主/案主代 玉手信頼

府掌 六人部保武 物部宗時

近衛(舎人)

(県 高平) 秦 近年(親利)

紀 基武 藤井重頼

佐伯光頼 文 是安

下毛野安行

不明

多 重隆…府生または将曹

下毛野公武…府掌又は番長

――

近
衛
府
所
属
官
人
が
多
い
の
は
、
実
資
が
右
近
衛
大
将
を
務
め
て
い
た
こ
と
に
起
因

す
る
。

こ
こ
で
検
出
人
数
の
多
い
右
近
衛
府
に
つ
い
て
氏
族
の
割
合
を
見
て
い
く
と
、

多
は
十
七
名
が
見
え
る
下
毛
野
氏
で
、
多
氏
の
十
名
、
藤
原
氏
の
九
名
が
こ
れ
に
続

き
、
先
に
述
べ
た
代
表
的
な
氏
族
が
多
く
見
え
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
播
磨
氏
や

秦
氏
も
同
様
に
少
な
く
な
い
中
で
六
人
部
（
身
人
部
）
氏
が
八
名
、
高
氏
が
五
名
と

い
っ
た
よ
う
に
、
先
述
し
た
も
の
以
外
の
氏
族
の
登
場
も
同
程
度
見
え
、
関
与
の
規

模
と
し
て
は
大
き
く
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
は
五
十
年
間
と
い
う
長
い
ス
パ
ン
で
見
た
際
の
傾
向
で
あ
る
た
め
、
次
い
で

単
独
の
一
年
の
中
で
の
傾
向
を
見
て
い
き
た
い
。
【
表
◯
】
は
、
比
較
的
多
く
の
下

級
官
人
が
把
握
さ
れ
る
、
治
安
二
年
（
一
〇
二
二
）
の
構
成
を
復
元
し
た
も
の
で
あ

る
。こ

こ
に
お
い
て
は
、
全
体
の
傾
向
と
同
じ
く
、
下
毛
野
氏
が

も
多
く
見
え
て
い

る
が
、
大
多
数
を
占
め
る
存
在
と
は
見
え
な
い
。
そ
の
一
方
で
そ
れ
以
外
の
氏
族
で

は
、
六
人
部
・
高
・
日
下
部
・
秦
・
紀
・
播
磨
と
い
っ
た
面
々
が
同
数
で
見
え
て
お

り
、
そ
の
規
模
に
大
き
な
差
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
別
の
観
点
で
は
下
毛
野
氏
の
伸
長
を
示
す
も
の
と
し
て
、
同
衛
府
内
に
父

子
な
ど
の
親
族
関
係
に
あ
る
者
が
多
数
見
ら
れ
る
こ
と
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る

が
、
治
安
二
年
時
に
お
い
て
は
、
他
氏
族
で
も
将
監
高
扶
宣
と
番
長
高
扶
武
が
父
子

関
係
に

(
)

、
番
長
六
人
部
保
重
と
府
掌
六
人
部
保
武
が
兄
弟
関
係
に
あ
る
こ
と

(

)

が
そ
れ

ぞ
れ
判
明
し
て
お
り
、
親
族
の
併
存
と
い
う
状
態
が
一
部
の
氏
族
に
限
定
し
て
見
ら

れ
る
状
態
で
あ
っ
た
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
こ
と
が
見
え
る
。

以
上
、
摂
関
期
の
下
級
官
人
層
を
構
成
し
て
い
た
者
た
ち
を
見
て
き
た
が
、
そ
の



――――

実
態
は
多
様
な
氏
族
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
集
団
で
あ
る
と
見
ら
れ
、
一
部
の
氏
族
が

突
出
し
て
優
位
に
立
っ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ
っ
た
。

三
、
求
め
ら
れ
た
資
質
と
昇
任
の
関
係

こ
こ
で
は
、
【
表
◯
】
か
ら
右
近
衛
府
下
級
官
人
の
任
官
歴
に
注
目
し
、
ま
ず
昇

任
が
見
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、
実
現
し
た
際
の
記
述
に
注
目
し
、
昇
任
に
預
か
る
た

め
に
必
要
な
基
準
を
考
え
て
い
く
。
な
お
、
史
料
に
つ
い
て
は
特
に
こ
と
わ
ら
な
い

限
り
、『
小
右
記
』
に
拠
っ
て
い
る
。

ま
ず
は

下
級
の
官
人
で
あ
る
近
衛
舎
人
か
ら
府
掌
ま
た
は
案
主
へ
の
補
任
に
つ

い
て
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
府
掌
・
案
主
を
近
衛
舎
人
の
一
形
態
と

し
て
考
え
る
。
【
表
◯
】
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
前
節
の
下
毛
野
公
時
を
含
め
て

十
一
件
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
昇
任
の
理
由
が
確
認
で
き
る
の
は
八
件
で
、
そ
の
内

訳
は
下
毛
野
光
武
が
道
長
の
求
め

(

)

、
六
人
部
保
武
は
「
院
の
仰
せ
」
に
依
っ
て
お
り

(

)

、

荒
木
武
晴
・
高
扶
武
は
本
人
の
希
望

(

)

、
公
安
は
前
任
者
の
替
わ
り
と
な
っ
て
お
り

(

)

、

惟
宗
為
武
の
み
が
賭
射
の
矢
数
を
理
由
と
さ
れ
て
い
た

(

)

。
ま
た
、
上
毛
野
重
基
が
成

功
に
よ
っ
て
唯
一
案
主
と
な
っ
て
い
る

(

)

。

次
い
で
、
府
掌
か
ら
番
長
へ
の
昇
任
に
つ
い
て
は
、
【
表
◯
】
か
ら
十
件
が
確
認

で
き
る
。
こ
の
内
、
昇
任
理
由
が
明
確
な
も
の
は
一
件
の
み
で
、
惟
宗
為
武
の
賭
射

の
矢
数
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た

(

)

。
ま
た
案
主
代
か
ら
番
長
へ
補
さ
れ
た
事
例
と
し
て

玉
手
信
頼
の
成
功
に
よ
る
も
の
が
あ
る

(

)

。

番
長
か
ら
府
生
に
関
し
て
は
【
表
◯
】
か
ら
確
認
で
き
る
も
の
が
十
五
件
あ
り
、

こ
の
う
ち
日
下
部
為
行
・
荒
木
武
晴
の
前
任
者
の
替
わ
り
と
す
る
も
の

(

)

、
勝
良
真
の

勅
命
に
よ
る
も
の
が
あ
り

(

)

、
玉
手
信
頼
は
成
功
に
よ
り
権
府
生
と
な
っ
て
い
る

(

)

。
ま

た
播
磨
為
雅
と
六
人
部
保
重
の
、
歩
射
一
手
を
二
年
、
騎
射
一
手
を
数
年
そ
れ
ぞ
れ

務
め
た
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
る
も
の

(

)

、
怪
我
に
よ
り
儀
式
に
出
ら
れ
な
く
な
っ
た
父

の
代
わ
り
と
し
て
出
る
た
め
に
昇
任
し
た
多
政
資
の
も
の

(

)

の
計
七
件
が
見
ら
れ
た
。

な
お
、
将
曹
と
将
監
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
除
目
の
場
で
決
ま
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
も
の
と
は
そ
の
昇
任
経
緯
が
異
な
る
た
め
か
、
こ
れ
ら
へ
の
昇
任
理
由

を
明
確
に
示
す
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

こ
こ
ま
で
昇
任
に
際
し
て
理
由
と
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
い
く
つ
か
事
例
を
見
て

き
た
が
、
い
ず
れ
も
過
半
数
を
占
め
る
ほ
ど
で
は
な
く
傾
向
を
掴
む
ま
で
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
に
は
射
術
の
技
量
を
評
価
さ
れ
た
者
が
お
り
、
武
芸
の
腕

前
が
少
な
か
ら
ず
昇
任
に
影
響
す
る
様
子
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
本
人
に
よ
る
希
望
に

基
づ
く
も
の
が
あ
り
、
自
身
に
昇
任
の
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
も
重
視
さ
れ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
府
生
昇
任
の
際
に
自
身
で
申
文
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
こ
と
に
通
ず
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
公
卿
や
皇
室
の
後
押
し
に

よ
る
も
見
ら
れ
、
昇
任
に
至
る
ま
で
の
基
準
は
様
々
設
け
ら
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

続
い
て
、
下
級
官
人
の
中
で
も
複
数
昇
任
を
繰
り
返
し
て
い
る
者
に
注
目
し
、

『
小
右
記
』
内
に
見
ら
れ
る
活
動
か
ら
、
各
人
が
有
し
て
い
た
技
術
や
資
質
と
昇
任

と
の
関
連
を
見
て
い
く
。
具
体
的
に
は
三
つ
以
上
の
職
を
歴
任
し
て
い
る
者
か
ら
、

紙
幅
の
都
合
上
、
十
一
名
に
関
わ
る
記
事
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
し
、
公
卿
と
の
関

係
や
性
向
と
い
っ
た
部
分
も
含
め
て
、
個
々
人
の
概
観
を
述
べ
て
い
く
。


荒
木
武
晴
（
表
◯


№

）

初
見
は
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
二
月
十
九
日
で
、
随
身
近
衛
で
あ
っ
た
武
晴
が
、



――――

い
ず
れ
か
一
道
の
相
撲
使
と
な
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
記
事
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の

後
実
際
に
使
に
な
っ
た
の
か
、
ま
た
い
ず
れ
の
道
に
赴
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
武

晴
が
実
資
の
随
身
で
あ
る
こ
と
は
、
翌
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
五
月
十
六
日
条
で
、

三
条
天
皇
が
道
長
の
上
東
門
第
に
行
幸
し
た
際
に
行
わ
れ
た
騎
射
に
、
武
晴
が
出
場

し
た
際
に
「
〈
余
随
身
〉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
、
ま
た
、
下
っ
て
万
寿
四
年

（
一
〇
二
七
）
四
月
の
記
事
に
は
随
身
近
衛
と
な
っ
た
時
期
の
判
明
す
る
記
載
が
あ

り
【
史
料
十
一
】
、
実
資
が
右
近
衛
大
将
に
任
じ
ら
れ
た
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）

か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
初
見
時
の
際
も
実
資
の
随
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
技
術
的
な
面
で
は
、
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
五
月
五
日
の
近
衛
府
真
手
結

で
は
「
前
二
手
」
、
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
五
月
時
点
で
は
、
結
果
的
に
後
四
手

に
下
さ
れ
る
も
の
の
当
初
は
「
前
二
手
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
番
長

か
ら
府
生
に
補
さ
れ
る
際
、
後
任
候
補
の
下
毛
野
公
安
と
の
比
較
で
は
特
に
馬
術
の

面
で
優
れ
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
【
史
料
十
二
】
。
こ
れ

に
関
し
て
は
、
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
三
月
二
十
六
日
の
記
事
に
、
御
馬
乗
の
数

が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
、
武
晴
と
後
述
す
る
高
扶
武
と
を
留
め
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
時
か
ら
あ
る
程
度
の
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
番
長
に
な
っ
た
際
に
一
度
外
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
近
衛
・
府
掌
・
府
生
在
任

時
は
い
ず
れ
も
実
資
の
随
身
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、
内
裏
出
火
の
報
を
伝
え
る
こ

と
や
他
の
貴
族
へ
の
連
絡
を
務
め
る
な
ど
、
実
資
に
非
常
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

【
史
料
十
一
】
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
四
月
十
九
日
条

十
九
日
、
乙
丑
、
（
中
略
）
随
身
番
長
荒
木
武
晴
始
任
二

大
将
一

時
為
二

近
衛
随

身
一

、
其
後
補
二

番
長
一

、
廃
二

随
身
一

。
随
身
近
衛
労
廿
一
年
、
番
長
七
年
、

望
二

申
府
生
一

。
（
後
略
）

【
史
料
十
二
】
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
四
月
二
十
日
条

廿
日
、
庚
寅
、
中
将
来
云
、（
中
略
）
番
長
者
誰
乎
。
申
云
、
公
安
乎
。
答
曰
、

劣
レ

自
二

武
晴
一

乎
。
定
見
苦
乎
者
。
乗
二　

駕
一

、
多
勝
二

武
晴
一

。
（
後
略
）


多

政
資
（
№

）

初
見
は
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
正
月
二
十
九
日
条
で
、
「
高
麗
舞
師
近
衛
」
か

ら
番
長
へ
昇
任
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
本
来
で
あ
れ
ば
近
衛
舎
人
か

ら
番
長
へ
の
直
接
昇
任
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
の
で
、
「
高
麗
舞
師
」
と
い
う
肩

書
が
府
掌
と
同
等
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
次
い
で
見
え
る
の
は

長
元
三
年
（
一
〇
三
〇
）
十
月
一
日
条
で
、
父
政
方
に
代
わ
り
舞
人
と
し
て
儀
式
へ

参
加
す
る
た
め
に
府
生
に
補
任
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
言
及
さ
れ
る
記
事
は
少

な
い
も
の
の
、
他
と
は
異
な
る
補
任
の
状
況
が
う
か
が
え
、
後
に
「
楽
家
」
と
し
て

確
立
さ
れ
る
多
氏
の
特
殊
な
立
場
が
生
じ
は
じ
め
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。


紀

基
武
（
№


(

)

）

初
見
は
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
四
月
十
日
条
で
、
実
資
の
随
身
を
務
め
て
い
た

際
に
賀
茂
祭
使
に
貸
し
出
さ
れ
た
馬
の　

と
し
て
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
そ

の
一
方
で
同
年
九
月
二
十
一
日
条
で
は
行
幸
に
不
参
加
で
あ
っ
た
こ
と
が
咎
め
ら

れ
、
府
庫
に
入
れ
ら
れ
随
身
も
交
代
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
同
月
二
十
八
日
に
は
過
状

の
提
出
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
綾
支
子
染
衣
を
着
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
看

朧
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督
長
に
捕
え
ら
れ
そ
う
に
な
る
こ
と

(

)

や
、
藤
原
長
家
の
随
身
と
闘
乱
に
及
ぶ
こ
と
が

あ
る

(
)

な
ど
問
題
を
起
こ
す
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
府
務
に
つ
い
て
は
、
大
宰
相

撲
使
と
し
て
の
働
き

(

)

や
賭
射
で
持
者
を
務
め
た
こ
と

(

)

、
府
生
の
時
に
は
万
寿
四
年

（
一
〇
二
七
）
の
相
撲
節
に
際
し
て
、
相
撲
所
の
官
人
と
し
て
立
ち
働
い
て
い
る
こ

と
が
見
え
る

(

)

。

前
半
に
お
い
て
は
事
件
に
関
わ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
も
の
の
時
期
が
下
る
に
つ
れ

て
府
務
を
着
実
に
こ
な
し
て
い
る
姿
が
見
ら
れ
る
。
儀
式
等
へ
の
出
場
が
見
え
な
い

た
め
射
術
や
馬
術
の
力
量
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
り
、
こ
う
し
た
武
芸
の
面
が
評
価

さ
れ
て
の
歴
任
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。


高

扶
武
（
№

）

初
見
は
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
七
月
六
日
条
で
、
実
資
に
中
宮
藤
原
妍
子
の
出

産
を
伝
え
て
い
る
。
武
芸
の
面
で
は
馬
芸
へ
の
言
及
が
多
く
、
長
和
三
年
（
一
〇
一

四
）
三
月
二
十
六
日
条
で
御
馬
乗
の
欠
員
補
充
に
選
ば
れ
、
十
一
月
二
十
五
日
の
御

覧
御
馬
で
は
、
気
性
の
荒
い
馬
を
乗
り
こ
な
し
た
技
量
を
た
た
え
ら
れ
、
天
皇
か
ら

勅
禄
を
賜
っ
て
い
る
【
史
料
十
三
】
。
ま
た
治
安
二
年
（
一
〇
二
二
）
五
月
二
十
六

日
に
賀
陽
院
で
行
わ
れ
た
競
馬
で
は
、
乗
っ
て
い
た
馬
の
走
り
が
遅
か
っ
た
も
の

の
、
相
手
の
播
磨
為
雅
の
落
馬
も
あ
り
勝
利
し
、
こ
の
様
子
に
は
「
上
下
感
歎
」
し

道
長
・
頼
通
ら
か
ら
も
称
賛
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
翌
治
安
三
年
（
一

〇
二
三
）
四
月
六
日
の
記
事
で
は
、
左
兵
衛
佐
藤
原
経
仲
の
御
禊
の
前
駆
の　

と
し

て
求
め
ら
れ
、
同
月
十
六
日
の
賀
茂
祭
で
も
唐
鞍
を
つ
け
た
馬
の　

を
務
め
て
い

る
。
弓
の
腕
前
に
つ
い
て
は
、
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
・
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）

五
月
の
手
結
で
い
ず
れ
も
後
一
手
を
務
め
た
こ
と
が
見
え
る
。

武
晴
と
同
じ
く
、
近
衛
舎
人
の
こ
ろ
か
ら
実
資
の
随
身
と
な
り
、
府
掌
・
番
長
・

府
生
と
歴
任
す
る
な
か
で
も
一
貫
し
て
実
資
の
随
身
を
務
め
て
い
る
。
ま
た
父
で
あ

る
扶
宣
も
実
資
の
随
身
を
務
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
父
子
二
代
に
わ
た
っ
て
実

資
に
近
侍
し
て
い
た
。

【
史
料
十
三
】
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
十
一
月
廿
五
日
条

廿
五
日
、
丁
未
、
（
中
略
）
昨
日
御
覧
御
馬
、
随
身
扶
武
鎮
二

騎　

駕
一

、
殊

賜
二

勅
禄
一

、
左
府
伺
二

候
御
前
一

、
再
三
被
レ

感
。
（
後
略
）


惟
宗
為
武
（
№

）

初
見
は
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
三
月
十
九
日
条
で
、
土
佐
相
撲
使
と
な
っ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
為
武
は
賭
射
で
の
成
果
を
「
誠
に
褒
賞
す
べ
し
」

と
評
さ
れ
て
い
る
。
本
節
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
為
武
は
府
掌
・
番
長
い
ず
れ
へ

の
昇
任
に
関
し
て
も
、
賭
射
で
の
活
躍
が
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
登
場
記
事
が
三
件

と
少
な
く
、
相
撲
使
任
命
、
昇
任
の
記
事
以
外
の
実
際
の
活
動
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
も
の
の
、
そ
の
射
術
の
腕
前
を
評
価
さ
れ
、
昇
任
を
繰
り
返
し
た
こ
と
は
確
実

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。


下
毛
野
公
武
（
№

）

初
見
は
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
十
二
月
四
日
条
で
、
物
節
に
つ
い
て
の
定
文
の

中
で
府
掌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
武
芸
の
腕
前
が
見
て
取
れ
る
も
の
と
し

て
は
、
寛
仁
二
（
一
〇
一
八
）
年
五
月
八
日
条
で
手
結
に
関
し
て
、
理
由
も
な
く
下

四
手
に
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
愁
い
を
述
べ
、
妥
当
と
判
断
し
た
実
資
に
よ
り
同
月

鶴
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十
一
日
に
本
手
に
改
め
ら
れ
て
い
る
点
や
、
翌
三
年
（
一
〇
一
九
）
正
月
十
九
日
条

の
賭
射
で
勝
利
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
馬
術
で
は
御
馬
乗
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と

(

)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
府
務
に
つ
い
て
は
山
陽
道
相
撲
使
を
務
め
た

(

)

ほ
か
、
府
生
に
な
っ

た
後
は
手
結
の
取
り
次
ぎ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
る

(

)

。
随
身
関
係
と
し
て
は
頼

通
を
本
主
と
し
て
お
り
、
そ
の
篳
篥
の
腕
を
見
込
ま
れ
、
府
生
に
推
薦
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た

(

)

。

儀
式
の
中
で
の
活
躍
を
見
る
限
り
、
射
術
・
馬
術
共
に
優
れ
た
技
術
を
有
し
て
お

り
、
実
際
に
つ
い
て
は
見
え
な
い
も
の
の
、
奏
楽
の
技
術
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
と

見
ら
れ
、
武
芸
と
儀
礼
演
出
の
両
方
で
の
活
躍
を
可
能
と
す
る
多
芸
多
才
な
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。


下
毛
野
光
武
（
№

）

初
見
は
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
五
月
十
六
日
条
で
、
近
衛
と
し
て
競
馬
に
出
場

し
、
右
方
の
将
曹
大
石
奉
吉
に
勝
利
し
て
い
る
。
同
年
十
二
月
五
日
条
で
は
御
馬
乗

に
、
ま
た
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
の
賀
茂
祭
に
際
し
て
は　

を
務
め
る
な
ど
、
光

武
が
馬
術
に
関
し
て
あ
る
程
度
の
技
術
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
十
月
八
日
条
で
は
随
身
を
務
め
て
い
た
道
長
の
求
め
に

よ
り
府
掌
に
補
さ
れ
、
同
年
十
二
月
十
日
条
で
は
番
長
に
補
さ
れ
て
い
る
。
道
長
は

出
家
を
以
て
随
身
を
返
上
す
る
が
、
そ
の
後
も
光
武
は
道
長
の
そ
ば
を
離
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
「
随
身
と
称
し
朝
夕
に
召
し
仕
う

(

)

」
と
い
っ
た
様
子
で
あ
っ

た
。
ま
た
道
長
の
室
で
あ
る
源
倫
子
か
ら
の
信
頼
も
厚
く
、
大
宰
相
撲
使
に
任
じ
ら

れ
た
際
に
は
倫
子
か
ら
の
口
添
え
が
あ
っ
た

(

)

。
万
寿
四
年
に
道
長
が
死
去
す
る
際
に

も
道
長
邸
に
近
侍
し
て
い
た

(

)

。
翌
長
元
元
年
（
一
〇
二
五
）
に
は
府
生
に
補
さ
れ
る

が
、
こ
の
際
に
は
頼
通
か
ら
の
命
が
実
資
に
伝
え
ら
れ
て
お
り

(

)

、
道
長
・
頼
通
と
の

強
力
な
つ
な
が
り
が
見
て
取
れ
る
。

そ
の
一
方
で
個
人
の
性
向
と
し
て
は
必
ず
し
も
品
行
方
正
と
い
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
番
長
時
代
の
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
四
月
二
十
一
日
条
か

ら
は
、
播
磨
守
藤
原
広
業
を
罵
辱
し
た
こ
と
が
見
え
、
ま
た
府
生
と
な
っ
た
後
の
長

元
二
年
（
一
〇
二
九
）
閏
二
月
二
五
日
条
で
は
実
資
に
「
恪
勤
に
非
ざ
る
者
」
と
評

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
八
月
五
日
条
で
は
、
そ
の
年
に

務
め
て
い
た
相
撲
所
の
事
に
関
し
て
、
定
文
の
遅
給
に
よ
り
過
状
を
提
出
し
て
い
る
。

な
お
頼
通
と
の
随
身
関
係
に
つ
い
て
は
確
認
で
き
な
い
。


勝

良
真
（
№

）

初
見
は
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
八
月
十
二
日
条
で
、
こ
こ
か
ら
は
良
真
が
冷
泉

院
の
随
身
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
【
史
料
十
四
】
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
三

条
天
皇
か
ら
も
勅
命
で
府
生
に
補
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
公
卿
側
で
は

な
く
天
皇
家
に
近
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
府
生
昇
任
後
は
、
相
撲

使
の
定
文
や
手
結
な
ど

(

)

の
他
、
府
内
の
官
人
に
つ
い
て
の
勘
文
を
進
め
る
様
子

(

)

が
見

ら
れ
る
。
こ
の
他
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
六
）
二
月
十
八
日
条
で
は
皇
太
后
宮
史
生

と
し
て
見
え
、
第
一
章
で
挙
げ
た
神
亀
五
年
格
で
の
府
生
と
史
生
が
同
等
の
も
の
で

あ
る
と
す
る
中
衛
府
設
置
勅
を
想
起
さ
せ
、
両
者
に
互
換
性
が
存
在
し
た
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
。

府
務
に
勤
し
む
一
方
で
、
武
芸
面
で
の
活
躍
は
一
切
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
文
官

と
し
て
の
役
割
が
大
き
い
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
随
身
関
係
に

つ
い
て
は
冷
泉
院
以
外
の
本
主
の
存
在
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

朧
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【
史
料
十
四
】
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
八
月
十
二
日
条

十
二
日
、
辛
未
、
（
中
略
）
次
命
下

番
長
勝
良
真
申
二

府
生
一

事
上

、
是
故
冷
泉

院
御
随
身
也
。
申
下

只
今
無
二

専
一

者
一

由
上

。（
中
略
）
頭
中
将
伝
二

勅
命
一

云
、

故
院
随
身
番
長
勝
良
真
申
二

府
生
一

、
可
レ

仰
二

案
内
一

者
。
令
下
レ

奏
可
レ

放
二

給

請
奏
一

之
由
上

了
。
（
後
略
）


播
磨
貞
安
（
№

）

初
見
は
『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
元
年
（
一
〇
一
七
）
九
月
二
十
三
日
条
で
、
こ
の

日
石
清
水
で
行
わ
れ
た
競
馬
に
出
場
し
、
左
の
高
向
公
方
と
争
い
勝
利
し
て
い
る
。

ま
た
、
万
寿
元
年
（
一
〇
二
四
）
九
月
十
九
日
条
で
は
、
賀
陽
院
で
行
わ
れ
た
競
馬

に
も
出
場
し
て
お
り
、
左
の
秦
武
重
と
争
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
勝
敗
は
不
明
で
あ

り
、
実
資
は
標
勅
使
に
尋
ね
て
い
る
。
あ
ま
り
納
得
の
い
く
判
断
で
は
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
貞
安
の
「
頸
勝
」
と
さ
れ
た
。
随
身
関
係
と
し
て
は
大
宰
相
撲
使
と

し
た
い
旨
が
道
長
か
ら
実
資
に
伝
え
ら
れ
て
い
る

(

)

よ
う
に

初
は
道
長
の
随
身
を
務

め
て
お
り
、
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
十
月
二
十
九
日
条
で
府
掌
か
ら
番
長
に
補
さ

れ
た
際
に
は
頼
通
の
随
身
と
な
っ
て
い
る
。

馬
術
に
秀
で
道
長
・
頼
通
に
近
侍
し
た
貞
安
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
は
下
毛
野
光

武
と
共
に
藤
原
広
業
を
罵
辱
し
た
こ
と

(

)

や
、
法
成
寺
の
材
木
を
運
ぶ
際
に
行
き
会
っ

た
伊
勢
神
宮
幣
使
の
従
者
を
打
っ
た
廉
で
獄
に
下
さ
れ
た
こ
と
、
雑
仕
女
を
凌
轢
し

た
罪
で
禁
固
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
事
件
に
関
わ
る
姿
も
見
え

(

)

、
個
人
の
性
向
と
し
て

は
穏
や
か
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。


藤
井
尚
貞
（
№

）

初
見
は
寛
仁
三
年
（
一
〇
一
九
）
七
月
二
十
一
日
条
で
、
府
掌
を
務
め
相
撲
使
と

し
て
土
佐
国
の
相
撲
人
を
連
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
後
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）

三
月
十
五
日
条
で
、
府
生
奏
を
提
出
し
、
多
重
隆
の
替
り
と
し
て
府
生
に
補
さ
れ
た

後
、
同
二
十
三
日
に
は
申
慶
を
行
っ
て
い
る
。
尚
貞
に
つ
い
て
の
記
述
の
中
で
特
筆

す
べ
き
は
、
相
撲
使
を
務
め
て
い
る
こ
と
の
多
さ
で
あ
る
。
初
見
記
事
の
ほ
か
に
も

万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
七
月
二
十
一
日
条
・
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
七
月
二
十

二
日
条
な
ど
に
見
え
る
。
そ
の
い
ず
れ
も
が
土
佐
や
伊
予
な
ど
南
海
道
の
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
三
月
二
十
二
日
の
記
事
が
重
要

と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
史
料
十
五
】
『
小
右
記
』
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
三
月
二
十
二
日
条

廿
二
日
、
己
巳
、
（
中
略
）
相
撲
使
明
日
可
レ

定
由
、
先
日
所
レ

示
、
依
二

其

事
一

所
レ

来
也
。
関
白
随
身
・
賭
射
矢
数
者
・
陣
恪
勤
者
・
府
生
尚
貞
、
又
院

御
随
身
可
二

差
遣
一

也
。
（
後
略
）

こ
れ
に
よ
れ
ば
実
資
は
相
撲
使
と
す
る
べ
き
人
物
と
し
て
「
関
白
随
身
」
「
賭
射

矢
数
者
」
「
陣
恪
勤
者
」
「
院
御
随
身
」
そ
し
て
、
「
府
生
尚
貞
」
を
挙
げ
て
い
る
。

尚
貞
が
他
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
と
同
程
度
に
評
価
さ
れ
相
撲
使
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
尚
貞
に
関
し
て
技
量
面
で
評
価
さ
れ
る
記
事
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
こ

の
条
よ
り
少
な
か
ら
ず
尚
貞
が
評
価
さ
れ
る
に
値
す
る
働
き
を
こ
な
し
う
る
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
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若
倭
部
亮
範
（
№


）

初
見
は
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
十
一
月
十
五
日
条
で
、
深
夜
に
内
裏
焼
亡
の
こ

と
を
実
資
に
伝
え
に
来
て
い
る
。
ま
た
実
資
の
養
子
で
あ
る
資
高
の
元
服
の
際
に

は
、
松
明
を
も
ち
周
囲
を
照
ら
す
立
明
を
務
め
て
お
り

(

)

、
実
資
随
身
と
し
て
随
行
し

た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
府
務
の
中
で
は
府
生
と
し
て
の
活
動
が
長
く
、
大
宰
府
相
撲

使
を
務
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
他

(

)

、
中
将
へ
の
取
り
次
ぎ
な
ど
を
行
っ
て
い
た

(

)

。
武
芸

面
で
の
活
躍
は
見
え
ず
、
彼
も
ま
た
文
官
的
な
立
場
で
府
内
に
存
在
し
た
者
と
考
え

ら
れ
る
。

以
上
、
十
一
名
に
つ
い
て
個
々
人
の
技
術
や
働
き
、
性
向
等
に
つ
い
て
見
て
い

き
、
昇
任
に
つ
な
が
る
技
能
や
資
質
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

ま
ず
、
個
人
の
性
向
や
事
件
へ
の
関
与
が
、
長
期
的
に
見
て
昇
任
に
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
光
武
や
貞
安
の
事
例
に
明
ら
か
で
あ
る

(

)

。
そ
し
て
、
こ

の
十
一
名
の
う
ち
で
貞
安
・
公
武
・
光
武
・
武
晴
・
扶
武
・
為
武
に
関
し
て
は
、
い

ず
れ
も
評
価
さ
れ
る
に
値
す
る
だ
け
の
武
芸
の
才
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
こ
の
こ

と
が
、
昇
任
を
叶
え
る
大
き
な
一
要
素
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。そ

の
一
方
で
、
基
武
・
尚
貞
・
亮
範
・
良
真
の
四
名
は
そ
の
働
き
か
ら
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
文
官
的
性
格
の
強
い
者
と
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
近
衛

府
内
に
お
い
て
昇
任
を
重
ね
る
官
人
に
は
、
武
官
的
素
質
を
多
分
に
有
す
る
者
と
、

文
官
的
素
質
の
方
が
強
く
表
れ
る
官
人
の
両
方
の
形
態
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
は
、
摂
関
期
の
近
衛
府
が
儀
礼
演
出
機
関
と
し
て
の
役
割
を
持

ち
、
円
滑
な
運
営
の
た
め
に
事
務
的
な
面
で
文
官
と
し
て
の
技
術
を
有
し
た
官
人
た

ち
が
必
要
と
さ
れ
多
く
働
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
と
同
時
に
、
従
来
の
武
官
と
し

て
の
技
術
を
有
し
た
者
も
未
だ
多
く
存
在
し
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
す

な
わ
ち
、
近
衛
府
下
級
官
人
は
摂
関
期
に
あ
っ
て
、
単
純
に
全
官
人
か
ら
実
質
的
な

武
官
的
性
格
が
失
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
文
官
と
武
官
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
持

っ
た
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
身
の
得
意
と
す
る
分
野
で
活
躍
す
る
こ

と
で
、
府
務
が
運
営
さ
れ
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
。
但
し
、
多
政
資
の
事
例
か
ら
う

か
が
え
る
よ
う
に
、
そ
う
し
た
中
に
は
後
の
「
家
業
」
獲
得
に
つ
な
が
る
地
位
を
築

き
始
め
て
い
る
者
が
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
摂
関
期
の
左
右
近
衛
府
下
級
官
人
に
つ
い
て
、
『
小
右
記
』
を
中
心

に
大
き
く
三
つ
の
観
点
か
ら
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
結
論
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ

う
に
な
る
。

ま
ず
彼
ら
が
任
じ
ら
れ
た
下
級
官
職
に
つ
い
て
は
、
一
部
に
設
置
の
時
期
が
不
明

な
も
の
も
あ
る
が
、
そ
の
大
半
が
奈
良
時
代
以
来
左
右
近
衛
府
に
元
来
か
ら
存
在
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
府
掌
・
案
主
の
増
置
に
は
あ
る
い
は
左
右
近
衛
府
の
職
掌
拡
大

の
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

摂
関
期
の
下
級
官
人
層
は
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
一
部
の
氏
族
に
よ
る
寡

占
的
な
様
相
を
示
す
も
の
で
は
な
く
多
様
な
氏
族
に
よ
る
構
成
を
と
っ
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
存
在
感
に
も
大
き
な
差
が
あ
る
と
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
昇
任
の

事
由
に
つ
い
て
は
全
体
の
傾
向
を
掴
む
ま
で
に
は
至
ら
ず
様
々
な
基
準
が
あ
っ
た
こ

と
を
述
べ
る
に
留
ま
っ
た
が
、
一
方
で
は
昇
任
の
契
機
は
個
々
人
の
活
躍
次
第
で
は

誰
に
で
も
あ
り
え
た
と
言
う
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
う
し
た
点
に
お
い
て
も
氏
族
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に
よ
る
差
は
未
だ
大
き
く
な
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
彼
ら
の
働
き
に
つ
い
て
は
文
官
的
な
働
き
と
武
官
的
な
働
き
と
し
て
大
き

く
二
分
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
。
中
に
は
二
つ
の
働
き
を
両
方
こ
な
せ
る
よ
う
な
者

も
い
た
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
が
、
多
く
は
い
ず
れ
か
片
方
に
そ
の
関
与
が
偏
っ
て
い

た
も
の
と
見
ら
れ
、
帯
す
る
職
の
立
場
に
よ
っ
て
も
関
与
の
バ
ラ
ン
ス
は
異
な
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

但
し
、
こ
の
傾
向
に
必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
な
い
者
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
留
意

す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
代
表
と
し
て
多
氏
の
様
相
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
に
関
す

る
記
述
に
は
、
府
務
に
携
わ
る
姿
も
弓
馬
に
秀
で
た
姿
も
見
い
だ
せ
ず
、
舞
楽
に
携

わ
る
姿
で
見
え
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た

(
)

。
ま
た
昇
任
に
際
し
て
も
、
他
と
は

明
ら
か
に
異
な
る
事
由
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
が
「
楽
家
」
と
し
て
確
立
さ
れ
て
く

る
の
は
、
も
う
少
し
後
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が

(

)

、
こ
れ
ら
か
ら
は
、
す
で
に
そ
の

兆
候
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
後
の
時
代
の
下
級
官
人
の
中
で
氏
族
レ
ベ
ル

で
の
勢
力
の
優
劣
が
生
ま
れ
て
く
る
の
に
は
、
こ
う
し
た
「
家
業
」
を
有
す
る
か
否

か
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
見
ら
れ
る
。
摂
関
期
に
お
い
て
そ
う
し
た
差
異
は
未
だ

大
き
く
見
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
正
確
に
は
後
の
家
業
化
に
つ
な
が
る
よ
う

な
現
象
が
生
ま
れ
だ
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
摂
関
期
の
左
右
近
衛
府
下
級
官
人
の
様
相
は
、
基
本
的
に
は
多
彩
な

顔
触
れ
の
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
と
す
る
分
野
で
働
き
評
価
さ
れ
て
い
た
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
一
方
で
、
こ
の
傾
向
に
当
て
は
ま
ら
な
い
者
も
存
在
し
、
彼
ら
は
後
世
に
見

ら
れ
る
専
業
化
に
つ
な
が
る
形
を
示
し
は
じ
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
か
ら
は
、
当
該
期

の
様
相
は
全
体
と
し
て
は
多
様
性
を
有
し
た
形
を
示
し
な
が
ら
、
後
の
勢
力
伸
長
を

成
し
遂
げ
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
の
差
異
の
前
提
と
な
る
状
況
が
生
じ
始
め
た
、
過

渡
期
的
な
様
相
を
示
す
極
め
て
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。註

　
　
　
　

(

)

笹
山
晴
生

『
日
本
古
代
衛
府
制
度
の
研
究
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
）
、

同

『
古
代
国
家
と
軍
隊
』
―
皇
軍
と
私
兵
の
系
譜
―
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇

〇
四
年
）

　
　
　
　

(

)

鳥
谷
智
文
「
王
朝
国
家
期
に
お
け
る
近
衛
府
府
務
運
営
の
一
考
察
―
『
小
右
記
』
を

中
心
と
し
て
」
（
『
史
学
研
究
』
一
九
九
、
一
九
九
三
年
）
、
同
「
王
朝
国
家
期
に
お
け

る
近
衛
府
大
将
の
役
割
―
『
小
右
記
』
を
中
心
と
し
て
―
」（
『
松
江
工
業
高
等
専
門
学

校
研
究
紀
要
』
〈
人
文
・
社
会
編
〉
三
六
、
二
〇
〇
一
年
）
、
佐
々
木
恵
介
「『
小
右
記
』

に
み
る
摂
関
期
近
衛
府
の
府
務
運
営
」
（
笹
山
晴
生
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令

制
論
集
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
）

　
　
　
　

(

)

高
橋
昌
明
『
武
士
の
成
立

武
士
像
の
創
出
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

九
九
年
）
、
染
井
千
佳
「
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
半
ば
に
お
け
る
武
官
の
追
捕
」
（
『
お

茶
の
水
史
学
』
五
七
、
二
〇
一
四
年
）
、
鈴
木
裕
之
「
摂
関
期
に
お
け
る
左
右
近
衛
府

の
内
裏
夜
行
と
宿
直
―
夜
間
警
備
と
貴
族
認
識
―
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
二
五

六
、
二

〇
一
六
年
）

　
　
　
　

(

)

齋
藤
拓
海
「
摂
関
期
の
近
衛
府
府
務
運
営
と
下
級
官
人
―
右
近
衛
年
預
将
曹
紀
正
方

を
中
心
に
―
」
（
『
史
人
』
三
、
広
島
大
学
大
学
院
教
育
研
究
科
下
向
井
研
究
室
、
二
〇

一
一
年
）
、
鈴
木
裕
之
「
吉
上
に
つ
い
て
―
平
安
中
後
期
の
衛
府
活
動
実
態
の
一
端
―
」

（
『
日
本
古
代
学
』
五
、
二
〇
一
三
年
）

　
　
　
　

(

)

古
藤
新
平
「
中
衛
府
・
近
衛
府
官
員
制
度
の
検
討
」
（
角
田
文
衛
先
生
傘

寿
記
念
会
編
『
古
代
世
界
の
諸
相
』、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
三
年
）

　
　
　
　

(

)
『
北
山
抄
』
巻
八

大
将
儀

相
撲
召
合

　
　
　
　

(

)
長
和
二
年
七
月
二
十
七
日
、
寛
仁
三
年
七
月
二
十
七
日
条
、
治
安
三
年
七
月
二
十
七

日
条
、
万
寿
四
年
七
月
二
十
六
日
条
、
長
元
四
年
七
月
二
十
九
日
条

　
　
　
　

(

)

養
老
職
員
令

太
政
官
条
、
同

中
務
省
条



――――

　
　
　
　

(

)

延
喜
式
部
式
上


官
掌
省
掌
等
条
、
同


把
笏
条

　
　
　
　

(
)

『
類
聚
国
史
』
一
〇
七
弾
正
台

大
同
五
年
四
月
己
卯
条
、
（
弾
正
台
掌
）
、
『
日
本
後

紀
』
弘
仁
六
年
三
月
丁
酉
条
（
東
宮
坊
掌
）
、
『
類
聚
国
史
』
一
〇
七
左
右
京
職

弘
仁

十
年
十
一
月
己
卯
条
（
左
右
京
職
）

　
　
　
　

(

)

『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
十
一
月
辛
酉
条

　
　
　
　

(

)

『
正
倉
院
文
書
』
正
集


天
平
十
八
年
写
経
所
解

　
　
　
　

(

)

『
小
右
記
』
治
安
三
年
八
月
十
六
日
条
（
紀
基
武
）
、
万
寿
四
年
四
月
二
十
一
日
・
二

十
三
日
条
（
下
毛
野
公
安
）

　
　
　
　

(

)

延
喜
左
右
近
衛
式

番
長
条
、
同

大
衣
条

　
　
　
　

(

)

『
北
山
抄
』
巻
八

大
将
儀

大
臣
大
将

　
　
　
　

(

)

和
田
栄
松
『
官
職
要
解
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
三
年
）

　
　
　
　

(

)

前
掲
注
（

）
佐
々
木
氏
論
文

　
　
　
　

(

)

『
花
鳥
余
情
』
十

松
風

｢

今
案
、
物
節
と
い
ふ
は
、
近
衛
と
ね
り
の
中
、
東
遊
に

達
し
た
る
も
の
を
物
節
に
補
す
。
」

　
　
　
　

(

)

『
本
朝
世
紀
』
天
慶
五
年
四
月
九
日
条

「
（
前
略
）
差
二

小
舎
人　

諸
衛
物
節
一

、
分
二

給
東
西
飢
饉
疾
疫
一

、
（
中
略
）
使
雑
色

内
舎
人
平
佐
忠
、
小
舎
人
宇
治
善
種
、
左
衛
門
番
長
車
持
当
用
（
後
略
）
」

　
　
　
　

(

)

『
平
安
遺
文
』
五
四
二
、
九
条
家
本
延
喜
式
巻
四
裏
文
書
「
案
主
代
秦
則
高
解
」（
長

元
八
年
八
月
二
十
五
日
）

　
　
　
　

(

)

前
掲
註
（

）
笹
山
晴
生


　
　
　
　

(

)

下
毛
野
公
時
は
わ
ず
か
ひ
と
月
で
府
掌
か
ら
番
長
へ
昇
任
し
て
い
る
。

　
　
　
　

(

)

養
老
職
員
令

太
政
官
条

　
　
　
　

(

)

『
御
堂
関
白
記
』
寛
仁
元
年
八
月
廿
四
日
条

　
　
　
　

(

)

笹
山
晴
生
「
左
右
近
衛
官
人
・
舎
人
補
任
表

―
下
級
官
人
・
舎
人

そ
の
一
―
」

（
『
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
学
科
紀
要
』
六
十
一
、
一
九
七
五
年
）
、
同
「
左
右
近
衛

官
人
・
舎
人
補
任
表

―
下
級
官
人
・
舎
人

そ
の
二
―
」（
『
東
京
大
学
教
養
学
部
人

文
学
科
紀
要
』
六
十
六
、
一
九
七
八
年
）

　
　
　
　

(

)

万
寿
二
年
十
一
月
二
十
七
日
条

　
　
　
　

(

)

長
和
二
年
五
月
四
日
条

　
　
　
　

(

)

寛
仁
元
年
十
月
八
日
条

　
　
　
　

(

)

治
安
元
年
十
月
二
十
九
日
条

　
　
　
　

(

)

寛
仁
三
年
二
月
十
九
日
条

　
　
　
　

(

)

万
寿
四
年
四
月
二
十
一
・
二
十
三
日
条

　
　
　
　

(

)

長
元
元
年
八
月
二
十
三
日
・
九
月
九
日
条

　
　
　
　

(

)

治
安
三
年
十
二
月
五
日
条

　
　
　
　

(

)

長
元
五
年
十
二
月
三
日
条

　
　
　
　

(

)

治
安
三
年
十
二
月
五
日
条

　
　
　
　

(

)

万
寿
二
年
三
月
十
五
日
条
、
万
寿
四
年
四
月
十
九
日
～
二
十
一
日
条

　
　
　
　

(

)

長
和
二
年
八
月
十
二
日
条

　
　
　
　

(

)

長
元
元
年
七
月
十
日
条

　
　
　
　

(

)

長
和
三
年
十
二
月
二
日
条
、
寛
仁
三
年
二
月
十
一
日
条

　
　
　
　

(

)

長
元
三
年
十
月
一
日
条

　
　
　
　

(

)

名
の
表
記
に
関
し
て
「
元
武
」
「
基
武
」
の
二
通
り
が
あ
る
が
本
稿
で
は
同
一
人
物

と
す
る
。

　
　
　
　

(

)

長
和
三
年
四
月
十
五
日
条

　
　
　
　

(

)

寛
仁
三
年
十
月
十
四
日
条

　
　
　
　

(

)

寛
仁
二
年
四
月
二
十
四
日
条
他

　
　
　
　

(

)

寛
仁
三
年
正
月
十
九
日
条

　
　
　
　

(

)

万
寿
四
年
七
月
十
九
日
条
他

　
　
　
　

(

)

治
安
元
年
十
月
二
十
四
日
条

　
　
　
　

(

)

寛
仁
三
年
七
月
二
十
一
日
条

　
　
　
　

(

)

万
寿
四
年
正
月
十
一
日
条

　
　
　
　

(

)

万
寿
二
年
十
一
月
十
六
日
条

な
お
本
条
は
「
公
氏
」
の
名
で
見
え
る
が
他
に
見
え

な
い
た
め
「
公
武
」
と
す
る
。

　
　
　
　

(

)

万
寿
元
年
四
月
十
七
日
条

　
　
　
　

(

)

万
寿
二
年
二
月
十
一
日
条

　
　
　
　

(
)

万
寿
四
年
十
二
月
三
日
条

　
　
　
　

(
)

長
元
元
年
七
月
十
日
条

　
　
　
　

(

)
寛
仁
二
年
四
月
二
十
七
日
条
ほ
か

　
　
　
　

(

)

万
寿
元
年
二
月
七
日
条

　
　
　
　

(

)

寛
仁
三
年
二
月
二
十
六
日
条

　
　
　
　

(

)

寛
仁
二
年
四
月
二
十
一
日
条

井



――――

　
　
　
　

(

)

長
元
二
年
九
月
二
十
六
日
条
、
長
元
五
年
六
月
二
十
二
日
条

　
　
　
　

(
)

長
和
二
年
正
月
二
十
六
日
条

　
　
　
　

(
)

長
和
二
年
七
月
二
十
五
日
条
ほ
か

　
　
　
　

(

)
長
和
二
年
七
月
二
十
九
日
条
ほ
か

　
　
　
　

(

)

短
期
的
な
も
の
と
し
て
は
、
下
毛
野
公
奉
が
昇
進
の
た
め
の
申
文
を
出
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
行
幸
に
不
参
だ
っ
た
た
め
に
過
状
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
り
申
文
が
棄
却
さ
れ

た
事
例
が
見
え
る
。（
長
和
二
年
九
月
二
十
八
日
条
）

　
　
　
　

(

)

多
政
資
の
父
政
方
は
『
小
右
記
』
中
に
十
五
件
の
登
場
記
事
が
見
ら
れ
る
が
、
う
ち

十
件
が
舞
の
公
演
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

(

)

荻
美
津
夫
『
平
安
朝
音
楽
制
度
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）

付
記本

稿
は
平
成
二
十
九
年
一
月
十
三
日
提
出
の
卒
業
論
文
の
第
三
章
を
中
心
に
改
稿
し

た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
脱
稿
後
に
西
山
史
朗
「
近
衛
府
下
級
官
人
補
任
稿
（

）
」
（
『
佛
教
大
学
大
学

院
紀
要
』
〈
文
学
研
究
科
編
〉
四
十
六
、
二
〇
一
八
年
）
に
触
れ
た
。
本
稿
と
関
係
す

る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
本
稿
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
併
せ
て
ご
参
照

さ
れ
た
い
。


